
                     

公益社団法人日本口腔インプラント学会専門医制度規程 
 
 

（目的） 

第１条  本制度は、口腔インプラント学に関わる広い学識と高度な専門的技能を有する歯科医師 

の養成を図り、口腔インプラント医療の発展と向上並びに国民の福祉に貢献することを 

目的とする。 

（認定） 

第２条  公益社団法人日本口腔インプラント学会（以下、「本会」という。）は、前条の目的を達 

成するため、公益社団法人日本口腔インプラント学会専門医（以下、「口腔インプラント 

専門医」という。）、指導医（以下、「口腔インプラント指導医」という。）及び基礎系指 

導医（者）（以下、「口腔インプラント基礎系指導医（者）」という。）を認定し、認定証 

を交付する。又本会指定研修施設（以下、「研修施設」という。）の認定を行い、認定証 

を交付する。 

（専門医認定委員会） 

第３条  本会定款施行細則第 22 条に基づき、専門医制度に必要な事項を審議するために認定委員 

会（以下、「委員会」という。）を置く。 

第４条 委員会は、理事長が指名する指導医（以下、「委員」という。）若干名をもって構成する。 

２  委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。ただし補欠委員については、前任者の残任期 

間とする。 
３  委員会委員長（以下、「委員長」という。）は、理事長が指名する。副委員長は、委員長 

が指名する。 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２  委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。議事は委員長を除く出席委員の過半 

数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 

第６条 委員会は、下記の業務を行う。 

（1）口腔インプラント専門医の資格審査及び更新資格審査 

（2）口腔インプラント指導医の資格審査及び更新資格審査 

（3）口腔インプラント基礎系指導医（者）の資格審査及び更新資格審査 

（4）研修施設の資格審査及び更新資格審査 

（5）専門医教育講座の開催 

（6）研修施設の活動報告書及び事業計画書の審査 

（口腔インプラント専門医試験及び口腔インプラント指導医試験並びに試験委員会） 

第７条 口腔インプラント専門医及び口腔インプラント指導医の認定のため口腔インプラント専 

門医試験及び口腔インプラント指導医試験を実施する。 

２  口腔インプラント専門医試験及び口腔インプラント指導医試験は試験委員会で行う。 

  ３  試験委員会の構成並びに業務等については、別に定める。 

（専門医の申請資格） 

第８条 口腔インプラント専門医を申請する者は、申請時に下記の各号全てに該当することを要 

する。 

（1）日本国歯科医師の免許を有すること。 

（2）5年以上継続して正会員であること。 

（3）研修施設に通算して 5年以上在籍していること。 

（4）日本歯科医師会会員であること。 

（5）専門医教育講座を 3回以上受講していること。 

（6）本会学術大会及び支部学術大会に 8回以上参加していること。 

（7）本会専門医制度施行細則（以下、「施行細則」という。）に定める所定の研修を終了して 

いること。 

（8）口腔インプラント指導医 2名（内１名は施設長）の推薦が得られること。 

（9）施行細則に定めるインプラント治療の経験があること。 



                     

（10）ケースプレゼンテーション試験に合格していること。 

（11）本会学術大会又は支部学術大会において 2回以上発表を行っていること。 

（12）施行細則に定める口腔インプラントに関する論文業績を 1編以上有すること。 

２  前項にかかわらず、委員会が申請資格を有すると認めた者。 

（研修施設及び研修） 

第９条 研修施設は、口腔インプラント学の発展と口腔インプラント医療の向上を目的に、研究 

及び臨床研修を行う施設とする。 

第 10条 研修施設は、下記の各号全てに該当することを要する。 

（1）研修施設には口腔インプラント指導医が在籍していること。 

（2） 本会の定める口腔インプラント学カリキュラムに基づいて、口腔インプラント専門医、 

口腔インプラント指導医、口腔インプラント基礎系指導医（者）及び委員会が認めた 

者によって定期的に講習が行われていること。 

(3) 研修の実施に必要な設備を有していること。 

第 11条 研修施設は、口腔インプラントに必要な診断と治療のための基本的な臨床技能を習得す 

る講習及び口腔インプラントに関する学識及び臨床技能を習得する研修を行う。又研修 

施設に所属する者の口腔インプラントに関する学識及び臨床技能の維持・向上に貢献し 

なければならない。 

第 12条 研修施設は、1年間の活動報告書及び次年度の事業計画書を委員会に提出しなければな 

らない。 

（指導医の申請資格） 

第 13条 口腔インプラント指導医を申請する者は、口腔インプラント専門医であって申請時に下 

記の各号全てに該当することを要する。 

(1) 10 年以上継続して正会員であること。 

(2) 研修施設に通算して 8年以上在籍していること。 

(3) 専門医教育講座を申請前直近の 3年間に 3回以上受講していること。 

(4) 本会学術大会及び支部学術大会に直近の 10年間に 10回以上参加していること。 

(5) 本会学術大会及び支部学術大会において 6回以上発表（内２回は主演者）を行ってい 

ること。 

(6) 口腔インプラント指導医 2名（内１名は施設長）の推薦が得られること。 

(7) 施行細則に定めるインプラント治療の経験があること。 

(8) 施行細則に定める口腔インプラントに関する論文業績を 6編以上有すること。 

(9) 本会が指定する救命救急に関する講習会を１回以上受講していること。 

 

２ 前項にかかわらず、委員会が申請資格を有すると認めた者。 

第 14条 口腔インプラント指導医は、下記の業務を行うことができる。 

(1) 研修カリキュラムの作成 

(2) 口腔インプラント専門医及び研修施設に所属する歯科医師の指導 

(3) その他、委員会が必要と認めた研修及び認定試験に関する事項 

（口腔インプラント基礎系指導医（者）の申請資格） 

第 15条 口腔インプラント基礎系指導医（者）を申請する者は、本会の正会員で下記の各号いず 

れかに該当することを要する。 

(1) 歯科医師免許又は医師免許を有し、口腔インプラントに関連する大学の基礎系研究分 

野に所属する教員で口腔インプラント専門医資格を有さない者（口腔インプラント基 

礎系指導医）。 

(2) 上記以外の者で委員会が専門医制度運営に必要と認めた者（口腔インプラント基礎系 

指導者）。 

２ 申請に際しては、口腔インプラント指導医２名（内１名は施設長）の推薦を必要とし、 

基礎系指導医の申請に際しては、口腔インプラントに関連する業績(論文６編以上)を 

必要とする。 
３ 口腔インプラント基礎系指導医（者）は、専門医教育講座の講師並びに研修施設におけ 

る指導に当たることができる。 



                     

（口腔インプラント専門医、口腔インプラント指導医、口腔インプラント基礎系指導医（者）及 

び研修施設の認定） 

第 16条 口腔インプラント専門医及び口腔インプラント指導医の認定は、委員会において資格審 

査及び認定試験結果をもとに総合的に判定し、その報告をもとに理事会の議を経て認定 

する。 

２ 口腔インプラント基礎系指導医（者）及び研修施設の認定は、委員会の資格審査をもと 

に理事会の議を経て認定する。 

（口腔インプラント専門医、口腔インプラント指導医、口腔インプラント基礎系指導医（者）及 

び研修施設の認定証交付並びに氏名等の公表） 

第 17条 認定証は、登録料を納入し、登録申請書を提出した後、理事長から交付される。 

２ 認定証を交付された者の氏名又は研修施設名は、本会学会誌に掲載する。 

（口腔インプラント専門医、口腔インプラント指導医、口腔インプラント基礎系指導医（者）及 

び研修施設の資格更新） 

第 18条 口腔インプラント専門医、口腔インプラント指導医、口腔インプラント基礎系指導医（者） 

及び研修施設は、5年毎に資格の更新をしなければならない。 

２ 更新の可否は、更新申請書をもとに委員会において審議し、理事会の議を経て決定する。 

（口腔インプラント専門医、口腔インプラント指導医、口腔インプラント基礎系指導医（者）及 

び研修施設の資格喪失） 

第 19条 口腔インプラント専門医、口腔インプラント指導医、口腔インプラント基礎系指導医（者） 

は、下記の各号のいずれかに該当する場合には委員会、理事会の議を経てその資格を失 

う。 

(1) 資格の辞退届を理事長宛に届け出たとき。 

(2) 歯科医師の免許取消又は歯科医業の停止処分を受けたとき。 

(3) 本会の会員の身分を失ったとき。 

(4) 口腔インプラント専門医、口腔インプラント指導医の資格の更新を怠ったとき。 

第 20条 研修施設は、下記の各号のいずれかに該当する場合には委員会、理事会の議を経てその 

資格を失う。 

(1) 研修施設の資格の辞退届を理事長宛に届け出たとき。 

(2) 研修施設の資格の更新を怠ったとき。 

(3) 研修施設に口腔インプラント指導医が在籍しなくなったとき。 

（4）研修施設について理事会が認定の取消を決議したとき。 

２ 理事会は、下記の各号に該当する場合には、必要な是正等を勧告した上で、前項（4） 

に定める認定の取消を行うことができる。 

（1） 本規程第 10条および 11条に定める研修施設の条件を充足していないことが明らか 

になったとき。 

（2）  本規程第 12条に定める活動報告書または事業報告書を提出しないとき。 

（3）  研修施設の組織または運営が、本規程第 9条に定める目的または施設に適合しない 

と判断されるとき。 

（4）  その他、本会倫理規程第 6章に記載されている研修施設運営が守られていないと判 

断されるとき。 

 

（補則） 

第 21条 この規程を改正する場合には、委員会の議を経て理事会の承認を得なければならない。 

２ この規程に定めるもののほか、専門医制度規程の実施に関し必要な事項は、施行細則に 

定める。 

（附則） 

１ この規程は、公益社団法人日本口腔インプラント学会としての登記の日から施行する。 

２ 平成 23年 9月 16 日一部改正、同日から施行する。 

３ 平成 26年 3月 15 日一部改正、同日から施行する。 

４ 平成 29年 7月 30 日一部改正、同日から施行する。 

５ 平成 30年 2月 3日一部改正、同日から施行する。 



                     

６ 令和 5年 9月 15 日一部改正、同日から施行する。 

７ 令和 6年 1月 14 日一部改正、同日から施行する。 

８ 令和 6年 11 月 1日一部改正、同日から施行する。 

９ 令和 8年 1月 25 日一部改正、同日から施行する。 

 



                     

暫定指導医 

第１条  暫定指導医を申請する者は、申請時に下記の各号すべてに該当することを要する。 

(1) 口腔インプラント臨床に関連する施設の責任者、または大学系施設においては口腔イ

ンプラント診療に関する責任者であること。 

(2) 日本歯科医学会の専門または認定分科会のうち口腔インプラントの臨床に関する他学

会専門医および指導医を有すること。 

(3) 本学会の会員であること。 

(4) 所定の指導医資格条件を暫定期間内に取得することができること。 

第２条 暫定期間は、資格取得後 5年間までとする。 

第３条 研修施設申請は、暫定指導医申請と同時にできるものとする。  

第４条 暫定指導医は 1施設 1名までとする。 

第５条 暫定指導医の申請料と登録料は別に定める。 

第６条 所定の指導医資格条件を取得し指導医に移行した場合には、指導医申請書を再度提出す

ること。ただし、申請料及び登録料等は必要としない。更新は、所定の指導医資格条件

を取得してから 5年間とする。 

 
 


